
（参考第２号）                      

 

提出された意見等及びそれに対する市の考え方 

 

案件名：「都城市みんなでまちを美しくする条例」の制定について 

募集期間：令和７年９月４日（木）から令和７年 10月３日（金） 

意見等提出件数：12件 

項目 意見等の内容 件数 市の考え方 

全般 １）都城市民として一人一人が誇

りと自覚をもって取り組む大切

な条件である。 

体育施設の開放では、たばこの吸

い殻を側溝に捨てるというポイ

捨てがあったが、スポーツ政策課

に連絡したところ、その後はポイ

捨てがなくなり改善された。 

大変感謝していると同時に、きっ

とポイ捨てをした方も自覚を高

めたのだと思う。 

学校教育においても地域を誇り

にもち、美しい環境を保全してい

く態度を養っていきたい。 

 

２）①第２条に（９）をつけくわ

える。その内容は「雑草」及び落

葉等 

（市の責務）２、市は……市民等、

事業者及び交流者及び国、県に対

し 

②第 11条の（２） 

雑草及び落ち葉の除去 

※国、県に対して都市計画区域

内、環境美化の協力推進を図る。 

※①、②いずれかを条文に組み込

む 
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１）本条例は市民一人ひとりの自

覚と誇りに基づく取組みが重要

であると考えております。 

 第３条第２項に基づき、市民等

への環境美化に関する意識啓発

を積極的に推進し、今後も市民の

皆様と協働して、美しいまちづく

りに努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

２）第２条において、事業者とは、

「市内において事業活動を行う

すべての者をいう。」と定義して

おり、国、県につきましては、そ

れに包含すると考えております。 

 また、第５条において、事業者

の責務を規定しており、国や県に

対しても雑草や落葉の除去など

環境美化の協力を要請していき

ます。 

 今後、条例の運用において、関

係機関とも連携しながら総合的

な環境美化に取り組んでまいり

ます。 

 



３）環境美化活動に関して９月館

長会にて公民館の加入世帯だけ

で行なうのではなく未加入世帯

も一緒に地区の美化活動に取り

組むのが、市民総ぐるみの環境美

化活動ではないのかと意見があ

りました。 

未加入世帯には広報誌・回覧板等

は廻って行きません。 

又、放送設備のある公民館では日

時等の連絡をして美化活動への

周知を行いますが、未加入世帯に

は受信機が無く情報が届かない

のが現状です。 

そこで「都城市みんなでまちを美

しく条例」第 11 条に謳っている

様に、それぞれの地区で市民一斉

に取り組みが出来るように都城

市において周知啓発を促す呼び

掛け文を作成して頂きたいと考

えています。 

７月の環境美化の日、そして 11

月には「市民一斉クリーンアップ

宮崎」実施されます。 

ご検討宜しくお願い致します。 

 

４）路上喫煙等禁止区域をなぜ指

定する意味をお聞かせ頂きたい。 

区域を指定する事によって喫煙

者を排除する条例にしか感じ取

れません。 

まちを美しくする条例には賛同

しますが、喫煙をセットにするこ

とは如何なものか。 

第８条の２項に市長は、前項の規

定により美化等重点推進区域を

指定しようとするときは、あらか

じめ、関係する地域住民、関係団

 ３）市民総ぐるみの環境美化活動

の推進において、すべての市民へ

の情報周知は重要な課題です。 

 周知啓発につきましては、第３

条に基づく市の責務として、積極

的に取り組んでまいります。 

市ホームページ、広報紙、SNS

等の多様な媒体を活用し、環境美

化の日の活動について、すべての

市民の皆様に対する周知啓発に

努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）路上喫煙等禁止区域の指定

は、第８条において必要が認めら

れる場合に限り「不特定多数の人

が集中する区域」に限定して指定

できることとし、市内全域を禁止

するものではなく、指定にあたっ

ては、あらかじめ関係する地域住

民や関係団体等の意見を聴くこ

ととしており、喫煙者の皆様の御

意見も含めて検討していくもの

と考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見



体等の意見を聴かなければなら

ないと記載しております。 

しかし、第９条では何人も、路上

喫煙等禁止区域においては、路上

喫煙等をしてはならないと住民

意見も聴かず示しております。 

如何に喫煙者に対する配慮がな

い、喫煙者への冒涜にしか感じ取

れません。 

路上喫煙等禁止区域の文言を排

除することを切に願います。 

 

５）長年、保護司として犯罪や非

行をした人の社会復帰や就労支

援、更生を支援する活動を地域社

会と連携してつとめてまいりま

した。 

直近においては大麻や覚醒剤に

よる社会の安全を脅かす長期的

悪影響行為が蔓延しています。 

ゲートウェイドラッグとして若

者の間においては有害性は無い

との誤った認識のもと違法薬物 

依存が広まっています。 

一方、嗜好品として酒類とともに

世界中に広まり文化や経済に大

きな影響を与えたタバコは酒

税・たばこ税として国家予算の一

翼を担っております。 

政治家、小説家等の文化人に愛煙

家が多数輩出され社会の豊かさ

人間関係の潤滑油としての役割

を果たしています。 

今後の取り組みとして受動喫煙 

防止対策を講じた上で【愛煙家の

部屋】として一角を提供してほし

いと懇願しております。 

 

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

５）喫煙所の設置についてはイベ

ント等の規模や開催状況等によ

り一時的に多数の来場者が見込

まれる場合など、周辺環境への影

響や利用者の安全等を確保した

上で、施設管理者が関係部局等と

調整のうえ判断していくものと

考えております。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

 

 

 

 

 



６）喫煙について路上喫煙を禁煙

地区（エリア）をもうけるべき 

極少数の意見で路上灰皿をなく

すのは、さらなる路上喫煙をうな

がす。 

年間 13 億のタバコ税をもらいな

がら雑所得と計上しなにに使っ

ているか分からないとの税務課

の返答 

タバコとの共存を考え路上喫煙

環境を整備すべし 

タバコ税がなくなってこまるの

は都城市 

廃屋の整備を進めてほしい 

害虫がものすごくめいわく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）路上喫煙等禁止区域を指定す

る前にポイ捨てをしないような

喫煙処を確保してほしい。美しく

する為にも必要と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）路上喫煙等禁止区域の指定

は、第８条において必要が認めら

れる場合に限り「不特定多数の人

が集中する区域」に限定して指定

できることとし、市内全域を禁止

するものではなく、指定にあたっ

ては、あらかじめ関係する地域住

民や関係団体等の意見を聴くこ

ととしており、喫煙者の皆様の御

意見も含めて検討していくもの

と考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

７）路上喫煙等禁止区域の指定

は、第８条において必要が認めら

れる場合に限り「不特定多数の人

が集中する区域」に限定して指定

できることとし、市内全域を禁止

するものではなく、指定にあたっ

ては、あらかじめ関係する地域住

民や関係団体等の意見を聴くこ

ととしており、喫煙者の皆様の御

意見も含めて検討していくもの

と考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）路上喫煙等禁止区域を指定す

るとは絶対反対です。 

私は喫煙者です。 

たばこを吸わない人より多くの

税金を払っています。そのような

人々を排除する動きには納得い

きません。逆に喫煙所を設置をす

るので喫煙は喫煙所でお愉しみ

くださいと市主導にてするべき

ではないでしょうか？ 

昨今、受動喫煙や健康増進法や、

たばこに対する風当たりが強す

ぎます。 

税金は徴収するけど喫煙者は排

除するみたいな動きには矛盾を

感じ、納得いきません。ですので、

路上喫煙等禁止区域の条例には

絶対反対です。指定しないよう強

く要望します。 

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 なお、喫煙所の設置については

イベント等の規模や開催状況等

により一時的に多数の来場者が

見込まれる場合など、周辺環境へ

の影響や利用者の安全等を確保

した上で、施設管理者が関係部局

等と調整のうえ判断していくも

のと考えております。 

 

 

 

８）路上喫煙等禁止区域の指定

は、第８条において必要が認めら

れる場合に限り「不特定多数の人

が集中する区域」に限定して指定

できることとし、市内全域を禁止

するものではなく、指定にあたっ

ては、あらかじめ関係する地域住

民や関係団体等の意見を聴くこ

ととしており、喫煙者の皆様の御

意見も含めて検討していくもの

と考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ



 

 

 

 

 

９）喫煙者に厳しすぎるように感

じました。 

高額納税者でもありますし、市の

税収が潤っていることも事実で

す。お互いに思いやる共存という

ことも考えていただけないでし

ょうか 

都城市がモデルになるような共

存対策をお願い致します。 

「ありがとう」の気持ちがお互い

にいっぱいになることを願いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）今年の５月にたばこ組合の総

会がありました。その総会の場で

も申し上げましたが、市内に喫煙

所が年々少なくなっているので

喫煙所を増やして欲しいです。 

当店に喫煙所がありますが、周囲

に喫煙所がないため、多い時は１

０人くらい集まったりなど、大変

混雑いたします。 

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

９）路上喫煙等禁止区域の指定

は、第８条において必要が認めら

れる場合に限り「不特定多数の人

が集中する区域」に限定して指定

できることとし、市内全域を禁止

するものではなく、指定にあたっ

ては、あらかじめ関係する地域住

民や関係団体等の意見を聴くこ

ととしており、喫煙者の皆様の御

意見も含めて検討していくもの

と考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

10）公共施設敷地内における喫煙

については、本市の受動喫煙防止

及び環境美化の方針を踏まえ、原

則、禁煙としております。 

 喫煙所の設置についてはイベ

ント等の規模や開催状況等によ

り一時的に多数の来場者が見込

まれる場合など、周辺環境への影

響や利用者の安全等を確保した



道の駅（ニクル）に喫煙所がある

のに何故か市街地には１か所も

ありません。例えば大分県には市

街地に立派な喫煙所があるそう

ですよ。 

もっと喫煙者の方に配慮するべ

く都城市にも（特に市街地に）喫

煙所の設置を何か所かお願い致

します。 

かつて市役所の敷地内の駐車場

のとなりにあった喫煙所も再び

設置していただけないでしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11）都城市には毎年 14 億円のタ

バコ税が納められている。 

この税収の一部を納税者（愛煙

家）の為にも使うべきである。 

①宮崎市民文化ホールを見習っ

て、都城市総合文化ホールにも元

通りに喫煙スペースを設け、「分

煙」に理解ある都城市にする。 

②市役所内に、せめて“市役所職

員用”の喫煙スペースを設け、毎

日激務に追われている職員の愛

上で、施設管理者が関係部局等と

調整のうえ判断していくものと

考えております。 

 なお、路上喫煙等禁止区域の指

定は、第８条において必要が認め

られる場合に限り「不特定多数の

人が集中する区域」に限定して指

定できることとし、市内全域を禁

止するものではなく、指定にあた

っては、あらかじめ関係する地域

住民や関係団体等の意見を聴く

こととしており、喫煙者の皆様の

御意見も含めて検討していくも

のと考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

11）公共施設敷地内における喫煙

については、本市の受動喫煙防止

及び環境美化の方針を踏まえ、原

則、禁煙としております。 

喫煙所の設置についてはイベン

ト等の規模や開催状況等により

一時的に多数の来場者が見込ま

れる場合など、周辺環境への影響

や利用者の安全等を確保した上

で、施設管理者が関係部局等と調

整のうえ判断していくものと考



煙家の方にも、一服して気持ちを

リフレッシュできる場所を与え、

近年、市民から「隔たりができた」

と言われている市役所の職員の

方々が、少しでも安らげる時間

を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12）地域や組合の清掃活動に参加

しているので「まちを美しくす

る」と言う考えには賛成です。 

特にポイ捨てと言うことに重点

が置かれていますが、私は町中や

堤防、ウエルネスロード等をジョ

ギングしていると、ペットの糞の

後始末をしていないのを時々み

かけます。ポイ捨てより美観的に

はこちらの方が不愉快に感じま

す。是非、先に加えてください。 

また、私は喫煙者でもあります。

路上喫煙の禁止条例には反対で

えております。 

 なお、路上喫煙等禁止区域の指

定は、第８条において必要が認め

られる場合に限り「不特定多数の

人が集中する区域」に限定して指

定できることとし、市内全域を禁

止するものではなく、指定にあた

っては、あらかじめ関係する地域

住民や関係団体等の意見を聴く

こととしており、喫煙者の皆様の

御意見も含めて検討していくも

のと考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 

 

12）ペットの糞につきましては、 

都城市環境保全条例第 39 条で規

定しております。 

 また、本条例における路上喫煙

等禁止区域の指定は、喫煙から生

じる吸い殻等のポイ捨てを未然

に防止し、環境美化を図ることを

目的としております。 

路上喫煙等禁止区域の指定は、第

８条において必要が認められる

場合に限り「不特定多数の人が集

中する区域」に限定して指定でき

ることとし、市内全域を禁止する



す。 

もともと喫煙所の設置もしてい

ないくせに、先に禁止とは喫煙者

の権利をないがしろにしていま

す。東京等では、路上禁煙になっ

ていますが、あちこちの交差点に

は、喫煙所の設置場所の看板があ

り、きちんと考えてあります。 

特に来年は国スポもあり、市外、

県外の方が多く来られると思い

ます。 

分煙が進んでいる他自治体の

方々は「なぜ都城には喫煙所がな

いのか？」と評価を下げる事にな

ると思います。 

 

ものではなく、指定にあたって

は、あらかじめ関係する地域住民

や関係団体等の意見を聴くこと

としており、喫煙者の皆様の御意

見も含めて検討していくものと

考えておりました。 

 今回、寄せられた複数のご意見

を検討した結果、本条例において

路上喫煙等禁止区域に関する規

定を削除することといたしまし

た。 

 本条例は、美しいまちづくりを

推進することを目的としており、

「ポイ捨ての禁止」に特化するこ

とが、市民の皆様の幅広い理解と

協力を得られるものと判断いた

しました。 

 公共施設敷地内における喫煙

については、本市の受動喫煙防止

及び環境美化の方針を踏まえ、原

則、禁煙としております。 

喫煙所の設置についてはイベ

ント等の規模や開催状況等によ

り一時的に多数の来場者が見込

まれる場合など、周辺環境への影

響や利用者の安全等を確保した

上で、施設管理者が関係部局等と

調整のうえ判断していくものと

考えております。 

 

 

・ 


